
第２５号様式（第２６条関係）（表） 

 

区 営 住 宅 返 還 届 
 

令和  年  月  日提出 

 

（宛先）東京都板橋区長 

 

届出人住所  

届出人氏名  

電 話 番 号  

 

 下記のとおり退去することになりましたので、住宅を返還します。 

 なお、住宅の返還にあたっては、貴区の指示に従い、速やかな鍵の返却及び住宅の返還を行うと

ともに、未納の住宅使用料等及び使用者の責めに帰すべき事由による賠償金があるときは、保証金

をもってこれに充当しても異議ありません。 

 

記 

使 用 者 名  返 還 年 月 日 令和  年  月  日 

返 還 理 由 １ 移 転  ２ 施設入所等  ３ 死 亡  ４ その他（       ） 

返 還 住 宅 
住宅名  

所在地  

移転先等 ※ 使用者又は同居者以外のご親族の方が届出人である場合は、届出人の住所・電話番号・氏名・使用

者との関係を記入してください。 

移 転 先 住 所 

〒    － 

移転先電話番号 
（      ） 

 

１ 自宅  ２ 携帯電話  ３ 勤務先  ４ 呼出し 

移転後連絡者氏名              印 使用者との関係  

※ 記入上の注意《太線の中及び裏面を記入してください。》 

 １ 移転先等の欄は、保証金の清算等の際に必要となりますので、必ず記入してください。 

２ 使用者又は同居者以外のご親族の方が住宅返還の手続きをされる場合は、当該手続きをされ

る方を届出人としてください。 

３ 届出人は、区営住宅における使用者の義務及び債権の履行等について、責任をもってあたっ

ていただくことになります。 



（裏） 

 

誓 約 書 
 

 

令和  年  月  日提出 

 

（宛先）東京都板橋区長 

 

住 宅 名  

誓 約 者 氏 名   印   

使用者との関係  

 

 

 私は、このたび区営住宅を令和  年  月  日付で返還するにあたり、下記に掲げる各事項

について遵守することを誓約します。 

 

記 

 

 

第１ 返還日までに返還する住宅の鍵３本を返却します。 

第２ 次に掲げる⑴～⑶について、返還日までに責任をもって自費により行います。 

⑴ 家具、衣料、その他の日常生活用品及び電化製品等、全ての私物の撤去 

⑵ 増改築又は模様替え部分若しくは工作物設置にかかる原形回復 

⑶ その他、住宅返還前に受けた区長からの指導、指示等に基づく原形回復 

第３ 返還日までに、第２の⑴に掲げる私物の撤去ができなかったときは、返還する住宅内に残

置する物件に係る一切の権利を放棄し、当該物件のすべてを板橋区において廃棄処分されても

一切の異議申立て又は損害賠償請求等をいたしません。 

第４ 誓約者以外の他の者から、区営住宅返還手続に係る申し出、問い合わせ等があった場合は、

当方で解決にあたり、板橋区には一切ご迷惑をおかけいたしません。 

第５ 次に掲げる⑴・⑵について、住宅を返還するときに使用者が行わなければならない原形回

復義務を履行できなかったときは、板橋区が代わってこれを行い、それに要した費用を私が板

橋区に支払うことに異議ありません。 

 ⑴ 返還日までに、第２の⑵及び⑶に掲げる原形回復ができなかったとき。 

 ⑵ 住宅返還後に区が行う空き家修繕において、使用者の責めに帰すべき事由による修繕が判

明したとき。 


